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□適時開示体制概要の内容 

 

１．内部統制の環境 

当社は、委員会設置会社であり、グループ全体の経営に対するコーポレートガバナンスの強化およ

び株主・投資家に対して、経営に対する透明性の向上を図っております。取締役会は、社外取締役４名

を含む取締役８名で構成されており、取締役会の下には社外取締役が過半数で構成する指名・報酬・

監査の３委員会を設置し、さらに監査委員会の下に「グループ内部監査室」を設置して、経営に関する

監督機能を強化しております。 

  また、当社は、ホールディングカンパニーとして、フジシールグループの経営戦略に沿ったグループ全

体の経営管理を行っており、取締役会ではフジシールグループの経営に関する重要事項の決定・承認

および全てのグループ会社の業務執行報告を行っております。 

 

２．会社情報の開示方針 

当社は、会社情報の適切な開示に関して、当社取締役会で決定した事項や各グループ会社の業務

執行報告などで把握した事項のうち、証券取引法その他関連法令の定める「企業内容等の開示制度」

および東京証券取引所の定める「適時開示規則」により、開示が必要な重要事項、投資家の投資判断

に有用な情報であると判断した情報について、適時・適切な開示活動に努めております。 

 

３．当社グループの会社情報の適時開示に係る社内体制の状況 

決定事実 

当社取締役会の事務局であるフジシールインターナショナル本部＜以下、ＦＳＩ本部とする＞が

策定、または各グループ会社から付議された議題について、適時開示項目に該当するか、ＦＳＩ本

部において事前に検討しております。 

適時開示項目に該当すると判断される場合、開示内容を立案し、取締役会よって決議をすると

同時に開示内容についての承認も行い、迅速に情報開示を行っております。 

   発生事実 

      発生事実については、各グループ会社の関係する担当役員等の報告をもとに、代表執行役社

長および情報取扱責任者を交え討議・検討され、発生事実の情報が適時開示項目に該当するか

の判断を行っております。 

情報取扱責任者が、開示内容を立案し取締役会による決議を経て、また緊急の場合には取締

役会に事後に承認を受ける方法で、迅速に情報開示を行っております。 

   決算に関する情報 

当社の取締役会は、各グループ会社の執行責任者による業務報告を実施しており、全てのグ

ループ業績に関しての情報を把握・管理しております。また、これらの各グループ会社の事業運営、

経営成績または財政状態に関する情報は、当社ＦＳＩ本部において集約・管理しており、これらの

情報をもとに「業績予想の修正」等適時開示項目に該当するか、ＦＳＩ本部において検討し、情報取

扱責任者が判断を行っております。 

適時開示項目に該当すると判断される場合、開示内容を立案し、取締役会による決議を経て、

迅速に情報開示を行っております。 

また、適時開示体制の概要（模式図）は〔別紙〕のとおりであります。 

 

４．会社情報の内部情報管理および内部者取引に係る社内体制 

適時開示までの間における重要事実の取扱につきましては、内部情報の管理と内部者取引の未然

防止を目的に、「内部情報管理および内部者取引規制に関する規程」を定めております。 

内部情報の公表に関しては、証券取引法、関係政省令等に定める諸規則に基づき、内部情報の公

表の方法、内部情報の開示、新聞記者等の取材に関して規定を行っており、また、自社株式の売買に

ついても、役員のほか内部情報を知り得る可能性のある関係部署に所属する従業員及びその家族等

（会社関係者）の自社株式の売買に対して、事前に情報取扱責任者に報告・承認を得なければならな

いなどの規制を行っております。 

 

５．会社情報の適時開示に係る社内体制のチェック機能 

当社は、執行役から独立性をもたせ、監査委員会の傘下に「グループ内部監査室」を設置し、海外

子会社を含めたグループ会社全体を対象にした内部監査の仕組みを確立し、方針管理、経営リスク管

理を行い、当社グループ全体の内部統制の整備及び内部監査体制の向上を図っております。 

 



〔別紙〕 適時開示体制の概要（模式図）
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